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(57)【要約】
　【課題】より開閉扉が不正解錠されにくい施錠装置を
提供する。
　【解決手段】延出片１２それぞれが反対方向に変位し
、各延出片１２の突起１４が被嵌合部１２０周辺におけ
る異なる領域に接触して施錠されることになるため、開
閉扉を開く力が、少なくとも被嵌合部１２０またはその
周辺における複数の領域に分散される。これにより、上
記実施形態では、開閉扉を開く方向に大きな力が加えら
れたとしても、一つの部材を挟み込んで施錠する構成と
比べて被嵌合部１２０周辺が損傷・破損しにくく、こう
して開閉扉が不正解錠されてしまうことを効果的に防止
できる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の本体に形成された開口部分を開閉する開閉扉に設けられ、前記開口部分を閉鎖
した状態で前記開閉扉を施錠する施錠装置であって、
　前記開閉扉の裏側から隣接した位置関係で延出する一組の延出片からなり、該延出片そ
れぞれを前記本体側に設けられた被嵌合部に挿入させた状態で、該延出片それぞれの先端
側から前記開口部分の開口面に沿った反対方向に突出する突起の先端が前記被嵌合部の内
周面または内径より外側に位置するまで、前記延出片それぞれを前記開口面に沿って相対
的に変位させることにより、前記被嵌合部からの前記延出片の離脱を防止して前記開閉扉
の施錠を実現する施錠機構と、
　前記開閉扉の前面側から鍵穴に嵌合した鍵の施錠操作および解錠操作を受けて順方向お
よび逆方向へと回転するギヤを有するシリンダ錠と、
　前記シリンダ錠のギヤと噛み合うラック部を有し、該ラック部を介して前記ギヤによる
順方向および逆方向への回動に連動して移動することにより、前記開口面に沿った方向へ
と往復運動する連動桿と、前記連動桿による往復運動を前記施錠機構の延出片それぞれに
伝達させることで、該延出片を前記開口面に沿って相対的に変位させる伝達変位機構と、
を備えている
　ことを特徴とする施錠装置。
【請求項２】
　前記連動桿は、該連動桿が往復運動をする方向に一定の長さを有し、該長さ方向の両端
側それぞれから一定距離だけ離れた領域にラック部が形成されており、
　前記施錠機構は、前記連動桿における端部側それぞれに一組ずつが配置されており、
　前記伝達変位機構は、前記連動桿における端部側それぞれから、該端部側における往復
運動を、該端部側に配置された前記施錠機構に対して伝達させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の施錠装置。
【請求項３】
　前記前記伝達変位機構は、
　一方の前記延出片を前記連動桿の端部側と連結した状態で、該延出片を前記連動桿の往
復運動に従動させることにより、該延出片を前記連動桿と同じ方向に変位させて、
　他方の前記延出片を前記連動桿の端部側と連結すると共に、該延出片における先端から
連結部分に至る領域を回転可能に固定させた状態で、該延出片を前記連動桿の往復運動に
従動させることにより、該延出片を前記連動桿の往復運動と反対方向に傾倒するように変
位させる
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の施錠装置。
【請求項４】
　前記施錠機構は、他方の前記延出片を、該延出片の変位方向に沿った平面に投影させた
場合に、該延出片において前記被嵌合部に挿入される部分の幅が、一方の前記延出片にお
いて前記被嵌合部に挿入される部分の幅以下となるように傾倒させる位置関係と、前記延
出片それぞれの突起の先端が前記被嵌合部の内周面または内径より外側に位置する位置関
係と、の間で、前記延出片それぞれが前記開口面に沿って相対的に変位可能に構成されて
いる
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の施錠装置。
【請求項５】
　前記連動桿は、前記伝達変位機構を介して、前記延出片それぞれにおける突起の先端を
前記被嵌合部の内周面または内径より外側に位置させる方向に付勢されている
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の施錠装置。
【請求項６】
　前記施錠機構は、前記延出片それぞれが、該延出片における突起の先端を前記被嵌合部
の内周面または内径より外側に位置させる方向に付勢されている
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の施錠装置。
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【請求項７】
　前記本体側において前記施錠機構それぞれに対応する領域に設けられた一対の柱状部材
が、前記延出片それぞれの変位方向に一定間隔を空けて配置されてなり、一方の前記柱状
部材から他方の前記柱状部材までの空間が前記被嵌合部として、該被嵌合部に対して前記
延出片が挿入される
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の施錠装置。
【請求項８】
　前記柱状部材それぞれは、少なくとも他方の前記柱状部材と対向する外周面が曲面状に
形成されている
　ことを特徴とする請求項７に記載の施錠装置。
【請求項９】
　前記柱状部材それぞれは、先端がフランジ状に形成されている
　ことを特徴とする請求項７または請求項８に記載の施錠装置。
【請求項１０】
　前記柱状部材は、それぞれが柱状に形成されており、該柱状の領域を取り囲む円筒状の
スリーブが回転自在に取り付けられている
　ことを特徴とする請求項７から９のいずれかに記載の施錠装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の本体に形成された開口部分を開閉する開閉扉に設けられ、この開口
部分を閉鎖した状態で開閉扉を施錠する施錠装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、上記のような施錠装置として、開閉扉側に設けられた一対の鉤部材で、本体側に
設けられた受け金具の係合部を二方向から挟むことにより、開閉扉の施錠を実現するよう
に構成されたものがある（特許文献１参照）。
【０００３】
　この構成の施錠装置では、不正解錠に際して、二方向それぞれの鉤部材を同時に解錠方
向に変位させなければならず、そのような変位を本体と開閉扉との隙間から差し込んだ針
金などで実施することが困難であるため、これにより不正解錠を防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許４０９４３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記構成では、一つの受け金具が二方向から鉤部材に挟まれている構成上、一
つの受け金具に開閉扉を開く際の力が集中してしまうため、鉤部材を変位させなくても、
開閉扉を開く方向に大きな力を加えると受け金具（および鉤部材）が損傷・破損しやすく
、これにより開閉扉が不正解錠されてしまう恐れがある。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、より開
閉扉が不正解錠されにくい施錠装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため第１の構成（請求項１）は、遊技機の本体に形成された開口部
分を開閉する開閉扉に設けられ、前記開口部分を閉鎖した状態で前記開閉扉を施錠する施
錠装置である。
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【０００８】
　そして、前記開閉扉の裏側から隣接した位置関係で延出する一組の延出片からなり、該
延出片それぞれを前記本体側に設けられた被嵌合部に挿入させた状態で、該延出片それぞ
れの先端側から前記開口部分の開口面に沿った反対方向に突出する突起の先端が前記被嵌
合部の内周面または内径より外側に位置するまで、前記延出片それぞれを前記開口面に沿
って相対的に変位させることにより、前記被嵌合部からの前記延出片の離脱を防止して前
記開閉扉の施錠を実現する施錠機構と、前記開閉扉の前面側から鍵穴に嵌合した鍵の施錠
操作および解錠操作を受けて順方向および逆方向へと回転するギヤを有するシリンダ錠と
、前記シリンダ錠のギヤと噛み合うラック部を有し、該ラック部を介して前記ギヤによる
順方向および逆方向への回動に連動して移動することにより、前記開口面に沿った方向へ
と往復運動する連動桿と、前記連動桿による往復運動を前記施錠機構の延出片それぞれに
伝達させることで、該延出片を前記開口面に沿って相対的に変位させる伝達変位機構と、
を備えている。
【０００９】
　このように構成された施錠装置であれば、延出片それぞれが相対的に変位し、各延出片
の突起が被嵌合部の異なる領域に接触して施錠されることになるため、延出片と被嵌合部
との間で作用する力が、少なくとも被嵌合部またはその周辺における複数の領域に分散さ
れる。
【００１０】
　これにより、上記構成では、施錠した状態で開閉扉を開く方向に大きな力が加えられた
としても、一つの部材を挟み込んで施錠する構成と比べて被嵌合部およびその周辺が損傷
・破損しにくいため、安定的かつ強固な施錠状態を実現できるだけでなく、大きな力によ
り開閉扉が不正解錠されてしまうことを効果的に防止できる。
【００１１】
　また、この構成では、本体と開閉扉との隙間から差し込んだ針金などで延出片を変位さ
せる、といった不正解錠に際し、一組の延出片それぞれを同時に変位させなければならな
いため、そのような変位を隙間から差し込んだ針金などで実施することが難しいことから
、上記のような不正解錠を防止するのにも好適である。
【００１２】
　なお、上記構成において、施錠機構の延出片それぞれは、少なくとも被嵌合部に挿入可
能な状態となる位置関係から、この被嵌合部から着脱不能な状態となる位置関係までの間
で、それぞれ相対的に変位できるようにすればよい。
【００１３】
　また、上記構成において、伝達変位機構は、シリンダ錠における施錠操作および解錠操
作に伴って一組の延出片を変位させるだけの構成としてもよいが、二組以上の延出片を設
けると共に全ての延出片を変移させる構成とすることが、不正解錠の防止という観点では
有効である。
【００１４】
　そこで、例えば、二組の延出片を同時に変位させるためには、上記構成を以下に示す第
２の構成（請求項２）のようにするとよい。
　第２の構成において、前記連動桿は、該連動桿が往復運動をする方向に一定の長さを有
し、該長さ方向の両端側それぞれから一定距離だけ離れた領域にラック部が形成されてお
り、前記施錠機構は、前記連動桿における端部側それぞれに一組ずつが配置されており、
前記伝達変位機構は、前記連動桿における端部側それぞれから、該端部側における往復運
動を、該端部側に配置された前記施錠機構に対して伝達させる。
【００１５】
　この構成であれば、施錠機構は、連動桿の両端側に配置された二組の延出片により、二
箇所での施錠を実現することができ、また、延出片が多くなることに伴い、全ての延出片
を同時に変位させる不正解錠がより困難になるため、不正解錠の防止効果が高くなる。
【００１６】
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　また、上記構成において、伝達変位機構は、連動桿による往復運動を伝達させた延出片
それぞれを開口面に沿って相対的に変位させることができれば、その具体的な構成は特に
限定されず、例えば、以下に示す第３の構成（請求項３）のようにすることが考えられる
。
【００１７】
　第３の構成において、前記前記伝達変位機構は、前記前記伝達変位機構は、一方の前記
延出片を前記連動桿の端部側と連結した状態で、該延出片を前記連動桿の往復運動に従動
させることにより、該延出片を前記連動桿と同じ方向に変位させて、他方の前記延出片を
前記連動桿の端部側と連結すると共に、該延出片における先端から連結部分に至る領域を
回転可能に固定させた状態で、該延出片を前記連動桿の往復運動に従動させることにより
、該延出片を前記連動桿の往復運動と反対方向に傾倒するように変位させる。
【００１８】
　この構成であれば、一方の延出片が連動桿に従動するように連結され、他方の延出片が
連動桿の往復運動と反対方向に傾倒するように連結されているため、連動桿を一方向に移
動させるだけで、延出片それぞれを連動桿の移動方向およびその反対方向へと同時に変位
させることができる。
【００１９】
　また、この構成において、施錠機構の延出片それぞれは、少なくとも被嵌合部に挿入可
能な状態となる位置関係と、この嵌合部から着脱不能な状態となる位置関係と、の間で変
位できればよいが、前者の「被嵌合部に挿入可能な状態となる位置関係」は、被嵌合部と
の間における延出片の挿入および離脱を容易ならしめるようにすることが望ましい。
【００２０】
　このためには、例えば、上記構成を以下に示す第４の構成（請求項４）のようにするこ
とが考えられる。
　第４の構成において、前記施錠機構は、他方の前記延出片を、該延出片の変位方向に沿
った平面に投影させた場合に、該延出片において前記被嵌合部に挿入される部分の幅が、
一方の前記延出片において前記被嵌合部に挿入される部分の幅以下となるように傾倒させ
る位置関係と、前記延出片それぞれの突起の先端が前記被嵌合部の内周面または内径より
外側に位置する位置関係と、の間で、前記延出片それぞれが前記開口面に沿って相対的に
変位可能に構成されている。
【００２１】
　この構成であれば、他方の延出片が傾倒し、被嵌合部に挿入される部分の幅が一方の延
出片において被嵌合部に挿入される部分の幅以下となるため、この状態において一組の延
出片全体としての外径を小さくすることができる。そのため、この状態の延出片それぞれ
を被嵌合部に対して挿入および離脱させるに際して、延出片それぞれが被嵌合部に接触し
にくくなり、これにより、被嵌合部との間における延出片の挿入および離脱を容易ならし
めることができる。
【００２２】
　また、上記各構成では、以下に示す第５の構成（請求項５）のように、前記連動桿は、
前記伝達変位機構を介して、前記延出片それぞれにおける突起の先端を前記被嵌合部の内
周面または内径より外側に位置させる方向に付勢されている、とよい。
【００２３】
　この構成であれば、延出片それぞれにおける突起の先端が被嵌合部の内周面または内径
より外側に位置させる方向に連動桿が付勢されているため、シリンダ錠による解錠操作を
行って連動桿経由で延出片それぞれを変位させない限り、延出片それぞれにより開閉扉を
施錠したままの状態とすることができる。
【００２４】
　また、上記各構成では、以下に示す第６の構成（請求項６）のように、前記施錠機構は
、前記延出片それぞれが、該延出片における突起の先端を前記被嵌合部の内周面または内
径より外側に位置させる方向に付勢されている、とよい。
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【００２５】
　この構成であれば、延出片それぞれにおける突起の先端が被嵌合部の内周面または内径
より外側に位置する方向に延出片それぞれが付勢されているため、シリンダ錠による解錠
操作を行って連動桿経由で延出片それぞれを変位させない限り、延出片それぞれにより開
閉扉を施錠したままの状態とすることができる。
【００２６】
　また、上記各構成において、本体側に設けられる被嵌合部は、一組の延出片を挿入する
ことができれば、その具体的な構成は特に限定されないが、例えば、本体側に形成された
所定形状の貫通孔としたり、スリットとしたりすることが考えられる。
【００２７】
　この後者のように、被嵌合部をスリットとする場合には、上記各構成を以下に示す第７
の構成（請求項７）のようにすることが考えられる。
　第７の構成では、前記本体側において前記施錠機構それぞれに対応する領域に設けられ
た一対の柱状部材が、前記延出片それぞれの変位方向に一定間隔を空けて配置されてなり
、一方の前記柱状部材から他方の前記柱状部材までの空間が前記被嵌合部として、該被嵌
合部に対して前記延出片が挿入される。
【００２８】
　この構成であれば、柱状部材の一方から他方までの空間として形成されるスリットを被
嵌合部として、ここに延出片を挿入させることができる。
　なお、この構成における柱状部材は、断面が円形の円柱であってもよいし、断面が多角
形の角柱であってもよいが、延出片の通過を容易ならしめるためには、以下に示す第８の
構成（請求項８）のようにするとよい。
【００２９】
　第８の構成において、前記柱状部材それぞれは、少なくとも他方の前記柱状部材と対向
する外周面が曲面状に形成されている。
　この構成であれば、少なくとも柱状部材それぞれの対向する外周面が曲面状となってい
るため、これら柱状部材における一方から他方までの空間を延出片が通過する際、延出片
が柱状部材の外周面と接触した場合の接触面積つまり抵抗が小さくなる結果、その通過を
容易ならしめることができる。
【００３０】
　なお、この構成における柱状部材は、それぞれの対向する外周面が曲面状となっていれ
ばよく、円柱の柱状部材をそのまま用いたり、角柱の柱状部材それぞれにおいて対向する
外周面のみを曲面状として用いたりしてもよい。
【００３１】
　また、上述した柱状部材については、以下に示す第９の構成（請求項９）のように、そ
れぞれの先端がフランジ状に形成されている、とよい。
　この構成であれば、開閉扉を開く方向に大きな力が加えられ、その開放方向に向けて柱
状部材が傾倒したとしても、延出片が柱状部材におけるフランジ状の先端側に引っ掛かる
ため、こうして引っ掛かることで不正解錠されてしまうことを防止できる。
【００３２】
　また、上述したように、柱状部材の間を延出片が通過することを容易ならしめるために
は、上記第７から９のいずれかの構成を以下に示す第１０の構成（請求項１０）のように
することが考えられる。
【００３３】
　第１０の構成において、前記柱状部材は、それぞれが柱状に形成されており、該柱状の
領域を取り囲む円筒状のスリーブが回転自在に取り付けられている。
　この構成であれば、柱状部材が、柱状の領域に回転可能なスリーブを取り付けた構造と
なっているため、これら柱状部材の一方から他方までの空間を延出片が通過するに際し、
柱状部材の外周面と接触した場合の接触抵抗をスリーブの回転により減衰させることがで
きる結果、その通過をより一層容易ならしめることができるようになる。
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【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】施錠装置全体を示す斜視図である。
【図２】施錠装置全体を示す三面図である。
【図３】被嵌合部およびその周辺領域を示す斜視図である。
【図４】被嵌合部に延出片それぞれを挿入して施錠する様子を示す図である。
【図５】延出片同士の重なり具合を示す図である。
【図６】一組の柱状部材を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
（１）全体構成
　施錠装置１は、図１，図２に示すように、遊技機の本体（以降、単に「本体」という）
に形成された開口部分を開閉する開閉扉に設けられ、開口部分を閉鎖した状態で開閉扉を
施錠する装置であり、開閉扉の裏側から隣接した位置関係で延出する一組の延出片１２か
らなる施錠機構１０、鍵穴に嵌合した鍵の操作を受けて回転するギヤ２２を有するシリン
ダ錠２０、ギヤ２２の回動に連動して移動する連動桿３０、連動桿３０による往復運動を
施錠機構１０の延出片１２それぞれに伝達させることで延出片１２を開口面に沿って相対
的に変位させる伝達変位機構４０、を備えている。
【００３６】
　これらのうち、施錠機構１０は、長尺状の連動桿３０における端部側それぞれに一組ず
つが配置されており、延出片１２それぞれは、その変位方向に沿って拡がる板状の部材で
あり、長尺状の躯体２にそれぞれが重ねて取り付けられている。
【００３７】
　そして、この施錠機構１０は、延出片１２それぞれを本体側に設けられた被嵌合部１２
０（図３参照）に挿入させた状態で、図４に示すように、延出片１２それぞれの先端側か
ら開口部分の開口面に沿った反対方向（図４の上方向と下方向）に突出する突起１４の先
端が被嵌合部１２０の内周面または内径より外側に位置するまで、延出片１２それぞれを
開口面に沿って相対的に変位させることにより、被嵌合部１２０からの延出片１２の離脱
を防止して開閉扉の施錠を実現する（同図（ｂ）～（ｃ）参照）。
【００３８】
　つまり、この施錠機構１０は、延出片１２それぞれが、少なくとも被嵌合部１２０に挿
入可能な状態となる位置関係から、この被嵌合部１２０から着脱不能な状態となる位置関
係までの間で、それぞれ相対的に変位できるように構成されている。
【００３９】
　なお、被嵌合部１２０は、それぞれ施錠機構１０を挿入させるために本体側に形成され
たものであればよく、本実施形態では、図３に示すように、本体側に取り付けられる板状
部材２００に形成された矩形の貫通孔を有するものとして構成されている。この場合、被
嵌合部１２０は、それぞれが同一の板状部材に形成されたものを本体側に取り付けるもの
としてもよいし、それぞれが異なる板状部材に形成した状態で本体側の施錠機構１０に対
応する位置に取り付けるものとしてもよい。
【００４０】
　また、施錠機構１０は、延出片１２それぞれが、その延出片１２における突起１４の先
端を被嵌合部１２０の内周面または内径より外側に位置させる方向に付勢されている。本
実施形態では、付勢手段としてバネ１６が使用されているが、別の付勢手段を使用できる
ことはいうまでもない。
【００４１】
　また、シリンダ錠２０は、鍵穴が開閉扉の前面側に向いており、ギヤ２２が、鍵穴に嵌
合した鍵の施錠操作および解錠操作を受けて順方向および逆方向へと回転する。
　また、連動桿３０は、シリンダ錠２０のギヤ２２と噛み合うラック部３２を有しており
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、このラック部３２がギヤ２２と噛み合った状態でギヤ２２の回転に従動することで、ギ
ヤ２２の回動に連動して開口面に沿った方向へ往復移動する。また、この連動桿３０は、
連動桿３０が往復運動をする方向に一定の長さを有する長尺状の部材であり、ラック部３
２は、その両端側それぞれから一定距離だけ離れた領域に形成されている。
【００４２】
　また、この連動桿３０は、伝達変位機構４０を介して、延出片１２それぞれにおける突
起１４の先端を被嵌合部１２０の内周面または内径より外側に位置させる方向に付勢され
ている。本実施形態では、付勢手段としてバネ３６が使用されているが、別の付勢手段を
使用できることはいうまでもない。
【００４３】
　また、伝達変位機構４０は、連動桿３０における端部側それぞれに設けられており、各
端部側における往復運動を、この端部側に配置された施錠機構１０に対して伝達させる。
　例えば、伝達変位機構４０は、一方の延出片１２にその往復運動の方向に沿って形成さ
れた連結孔４１と、この連結孔４１を介して延出片１２と連動桿３０とを連結する連結ピ
ン４３と、を有している。そのため、一方の延出片１２を連動桿３０の一端側と連結した
状態で、延出片１２を連動桿３０の往復運動に従動させることにより、延出片１２を連動
桿３０と同じ方向に変位させることができる。なお、連結孔４１は、連動桿３０の一端側
に形成されていてもよい。
【００４４】
　また、伝達変位機構４０は、一方の延出片１２にその往復運動と交差する方向に沿って
形成された連結孔４５と、この連結孔４５を介して他方の延出片１２と連動桿３０側（物
理的には一方の延出片１２）とを連結する連結ピン４７と、延出片１２における先端から
連結部分に至る一部領域を回転可能に固定させる回転軸４９と、を有している。そのため
、他方の延出片１２を一方の延出片１２経由で連動桿３０の他端側と連結した状態で、延
出片１２を連動桿３０の往復運動に従動させることにより、他方の延出片１２を連動桿３
０の往復運動と反対方向に傾倒するように変位させることができる。
【００４５】
　なお、ここでは、連結孔４５が一方の延出片１２側に形成され、他方の延出片１２と連
動桿３０とが一方の延出片１２経由で間接的に連結されているが、この連結孔４５を連動
桿３０の先端側に形成し、他方の延出片１２と連動桿３０とを直接連結した構成としても
よい。
【００４６】
　さらに、本実施形態における施錠機構１０は、他方の延出片１２を、この延出片１２の
変位方向に沿った平面に投影させた場合に、図５に示すように、延出片１２において被嵌
合部１２０に挿入される部分の幅が、一方の延出片１２において被嵌合部１２０に挿入さ
れる部分の幅以下となるように傾倒させる位置関係と、延出片１２それぞれの突起１４の
先端が被嵌合部１２０の内周面または内径より外側に位置する位置関係と、の間で、延出
片１２それぞれが開口面に沿って相対的に変位可能に構成されている。
（２）作用，効果
　上記実施形態における施錠装置１であれば、延出片１２それぞれが相対的に変位し、各
延出片１２の突起１４が被嵌合部１２０の異なる領域に接触して施錠されることになるた
め、延出片１２と被嵌合部１２０との間で作用する力が、少なくとも被嵌合部１２０また
はその周辺における複数の領域に分散される。
【００４７】
　これにより、上記実施形態では、施錠した状態で開閉扉を開く方向に大きな力が加えら
れたとしても、一つの部材を挟み込んで施錠する構成と比べて被嵌合部１２０およびその
周辺が損傷・破損しにくいため、安定的かつ強固な施錠状態を実現できるだけでなく、大
きな力により開閉扉が不正解錠されてしまうことを効果的に防止できる。
【００４８】
　また、上記実施形態では、本体と開閉扉との隙間から差し込んだ針金などで延出片を変
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位させる、といった不正解錠に際し、一組の延出片１２それぞれを同時に変位させなけれ
ばならないため、そのような変位を隙間から差し込んだ針金などで実施することが難しい
ことから、上記のような不正解錠を防止するのにも好適である。
【００４９】
　また、上記実施形態において、施錠機構１０は、連動桿３０の両端側に配置された二組
の延出片１２により、二箇所での施錠を実現することができ、また、延出片１２が多くな
ることに伴い、全ての延出片１２を同時に変位させる不正解錠がより困難になるため、不
正解錠の防止効果が高くなる。
【００５０】
　また、上記実施形態では、一方の延出片１２が連動桿３０に従動するように連結され、
他方の延出片１２が連動桿３０の往復運動と反対方向に傾倒するように連結されているた
め、連動桿３０を一方向に移動させるだけで、延出片１２それぞれを連動桿３０の移動方
向およびその反対方向へと同時に変位させることができる。
【００５１】
　また、上記実施形態では、他方の延出片１２が傾倒し、被嵌合部１２０に挿入される部
分の幅が一方の延出片１２において被嵌合部１２０に挿入される部分の幅以下となるため
、この状態において一組の延出片１２全体としての外径を小さくすることができる。その
ため、この状態の延出片１２それぞれを被嵌合部１２０に対して挿入および離脱させるに
際して、延出片１２それぞれが被嵌合部１２０内周面に接触しにくくなり、これにより、
被嵌合部１２０との間における延出片１２の挿入および離脱を容易ならしめることができ
る。
【００５２】
　また、上記実施形態であれば、延出片１２それぞれにおける突起１４の先端が被嵌合部
１２０の内径より外側に位置させる方向に連動桿３０が付勢されているため、シリンダ錠
２０による解錠操作を行って連動桿３０経由で延出片１２それぞれを変位させない限り、
延出片１２それぞれにより開閉扉を施錠したままの状態とすることができる。
【００５３】
　また、上記実施形態であれば、延出片１２それぞれにおける突起１４の先端が被嵌合部
１２０の内径より外側に位置する方向に延出片１２それぞれが付勢されているため、シリ
ンダ錠２０による解錠操作を行って連動桿３０経由で延出片１２それぞれを変位させない
限り、延出片１２それぞれにより開閉扉を施錠したままの状態とすることができる。
（３）変形例
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に何ら限定さ
れることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態をとり得ることはいうまで
もない。
【００５４】
　例えば、上記実施形態においては、伝達変位機構４０は、シリンダ錠２０における施錠
操作および解錠操作に伴って二組の延出片１２を変位させるように設けられているが、三
組以上の延出片１２を変位させるように設けてもよい。
【００５５】
　また、上記実施形態では、被嵌合部１２０が板状部材２００に形成された貫通孔を有し
ている構成を例示した。しかし、被嵌合部１２０は、一組の延出片１２を挿入することが
できれば、その具体的な構成は特に限定されず、例えば、本体側にスリットとして形成さ
れたものとしてもよい。
【００５６】
　このように、被嵌合部１２０をスリットとする場合には、図６（ａ）に示すように、本
体側において施錠機構１０それぞれに対応する領域に設けられた一対の柱状部材５０を、
延出片１２それぞれの変位方向に一定間隔を空けて配置されたものとし、この柱状部材５
０の一方から他方までの空間として形成されるスリットを、被嵌合部１２０として延出片
１２を挿入することとしてもよい。
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【００５７】
　ここで、この構成における柱状部材５０は、断面が円形の円柱であってもよいし、断面
が多角形の角柱であってもよいが、延出片の通過を容易ならしめるためには、柱状部材５
０それぞれを、少なくとも他方の柱状部材５０と対向する外周面が曲面状に形成されたも
のとするとよい。
【００５８】
　この構成であれば、少なくとも柱状部材５０それぞれの対向する外周面が曲面状となっ
ているため、これら柱状部材５０の一方から他方までの空間を延出片１２が通過する際、
延出片１２が柱状部材５０の外周面と接触した場合の接触面積つまり抵抗が小さくなる結
果、その通過を容易ならしめることができるようになる。
【００５９】
　なお、この構成における柱状部材５０は、それぞれの対向する外周面が曲面状となって
いればよく、円柱の柱状部材５０をそのまま用いたり、角柱の柱状部材５０それぞれの対
向する外周面のみを曲面状として用いたりしてもよい。
【００６０】
　また、上述した柱状部材５０については、図６（ｂ）に示すように、それぞれの先端に
フランジ５２が形成されている、とよい。
　この場合には、開閉扉を開く方向に大きな力が加えられ、その開放方向に柱状部材５０
が傾倒してしまったとしても、延出片１２が柱状部材５０におけるフランジ５２に引っ掛
かるため、こうして引っ掛かることで不正解錠されてしまうことを防止することができる
。
【００６１】
　さらに、上述したように柱状部材５０の間を延出片１２が通過することを容易ならしめ
るためには、図６（ｃ）に示すように、柱状部材５０それぞれを円柱状に形成し、この円
柱状の領域を取り囲む円筒状のスリーブ５４を回転自在に取り付ける、といった構成が考
えられる。
【００６２】
　この構成であれば、柱状部材５０が、円柱に回転可能なスリーブ５４を取り付けた構造
となっているため、これら柱状部材５０の一方から他方までの空間を延出片１２が通過す
るに際し、柱状部材５０の外周面と接触した場合の接触抵抗をスリーブ５４の回転により
減衰させることができる結果、その通過をより一層容易ならしめることができるようにな
る。
【００６３】
　なお、上述した柱状部材５０に関する構成については、フランジ５２およびスリーブ５
４の両方を備えたものとしてもよいし、柱状部材５０それぞれのフランジ５２が連結され
たものとしてもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１…施錠装置、１０…施錠機構、１２…延出片、１４…突起、１６…バネ、２０…シリ
ンダ錠、２２…ギヤ、３０…連動桿、３２…ラック部、３６…バネ、４０…伝達変位機構
、４１…連結孔、４３…連結ピン、４５…連結孔、４７…連結ピン、４９…回転軸、５０
…柱状部材、５２…フランジ、５４…スリーブ、１２０…被嵌合部、２００…板状部材。
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